
 

 

高松市告示第２０２号 

 

高松市指名停止等措置要綱（平成２４年高松市告示第４０３号）の一部を次の表のように改正します。 

 

令和７年３月２８日 

 

高松市長 大 西 秀 人      

 

高松市指名停止等措置要綱の一部を改正する要綱 

 

 高松市指名停止等措置要綱（平成２４年高松市告示第４０３号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

  

 （高松市工事請負等審査委員会等の審査等）  （高松市工事請負等審査委員会の審査等） 

第７条 第２条第１項若しくは第３条の規定により指名停止を行うと

き、又は第４条第５項の規定により指名停止の期間を変更しようと

するときは、あらかじめ次の各号に掲げる審査の対象の区分に応

じ、当該各号に定める委員会の審査に付するものとする。ただし、

高松市事務決裁規程（昭和４２年高松市規程第１８号）別表第１管

財及び用品の表第２４項の規定の適用があるときは、この限りでな

い。 

第７条 第２条第１項若しくは第３条の規定により指名停止を行うと

き、又は第４条第５項の規定により指名停止の期間を変更しようと

するときは、あらかじめ高松市工事請負等審査委員会の審査に付す

るものとする。ただし、高松市事務決裁規程（昭和４２年高松市規

程第１８号）別表第１管財及び用品の表第２３項の規定の適用があ

るときは、この限りでない。 

(１) 工事の請負又は高松市工事請負等審査委員会規程（平成２７

年高松市規程第３号）第２条に規定する測量・建設コンサルタン

 ［新設］ 



 

 

ト業務等の委託の契約に係る入札参加資格者名簿に登載された有

資格業者 高松市工事請負等審査委員会 

(２) 物品の買入れ及び借入れ、業務の委託、役務の提供、製造の

請負その他の契約（前号に規定する契約を除く。）に係る入札参

加資格者名簿に登載された有資格業者 高松市物品購入等審査委

員会 

 ［新設］ 

２ 略 ２ 略 

  

別表（第２条、第４条、第６条、第７条、第１４条関係） 別表（第２条、第４条、第６条、第７条、第１４条関係） 

 措置要件 期間   措置要件 期間  

 略   略  

 (27) 前各号に掲げる場合の

ほか、代表役員等が拘禁刑

以上の刑に当たる犯罪の容

疑により公訴を提起され、

又は拘禁刑以上の刑若しく

は刑法（明治４０年法律第

４５号）の規定に基づく罰

金刑を宣告され、工事等の

契約の相手方として不適当

であると認められるとき。 

略   (27) 前各号に掲げる場合の

ほか、代表役員等が禁錮こ

以上の刑に当たる犯罪の容

疑により公訴を提起され、

又は禁錮以上の刑若しくは

刑法（明治４０年法律第 

４５号）の規定に基づく罰

金刑を宣告され、工事等の

契約の相手方として不適当

であると認められるとき。 

略  

  

  



 

 

様式第１号（第６条関係） 様式第１号（第６条関係） 

 

年  月  日   

 

殿  

 

課   長         

 

不正業者等（指名停止の期間変更・解除）報告書  

 

このことについて次のとおり報告します。  

不  正  業  者  等  名   

代 表 者 氏 名   

所 在 地   

登 録 番 号 及 び 年 月 日   

不 正 業 者 等  

指名停止期間の変更 

指名停止の解除 

の 事 由  

 

 

  

年  月  日   

 

殿  

 

課   長  ㊞      

 

不正業者等（指名停止の期間変更・解除）報告書  

 

このことについて次のとおり報告します。  

不  正  業  者  等  名   

代 表 者 氏 名   

所 在 地   

登 録 番 号 及 び 年 月 日   

不 正 業 者 等  

指名停止期間の変更 

指名停止の解除 

の 事 由  

 

 

 

  



 

 

様式第２号（第９条関係） 様式第２号（第９条関係） 

 

年  月  日   

 

殿 

  

局    長        

 

不正業者等の指名停止（期間の変更・解除）通知書  

 

次の者について、指名停止（期間の変更・解除）を決定しました。  

不 正 業 者 等 名   

代 表 者 氏 名   

所 在 地   

登 録 番 号 及 び 年 月 日   

指 名 停 止 の 期 間  

指名停止期間の変更 

指名停止の解除 

 

不 正 業 者 等  

指名停止期間の変更 

指名停止の解除 

の 事 由  

 

 

  

年  月  日   

 

殿 

  

局    長 ㊞      

 

不正業者等の指名停止（期間の変更・解除）通知書  

 

次の者について、指名停止（期間の変更・解除）を決定しました。  

不 正 業 者 等 名   

代 表 者 氏 名   

所 在 地   

登 録 番 号 及 び 年 月 日   

指 名 停 止 の 期 間  

指名停止期間の変更 

指名停止の解除 

 

不 正 業 者 等  

指名停止期間の変更 

指名停止の解除 

の 事 由  

 

 

 

  

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年６月１日から施行する。 


